
議会基本条例各条文案

【２－４，－５ 議決・説明責任】

Ａ案
議会は、市の意思決定機関として議決責任を深く認識するとともに、その

結果について、市民に対し説明する責務を有することを自覚するものとす

る。

Ｂ案
議会は，議案等を議決し，地方公共団体としての意思又は政策を決定した

ときは，市民に対して説明する責務を有する。


